様式第３号（第５条関係）


[bookmark: _GoBack]区域確認報告書

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日
根室市長　　様

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　事業者　　住所：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏名：　　　　　　　　　　　　　　印
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（法人にあっては、主たる事務所及び代表者の役職氏名）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電話番号：

根室市再生可能エネルギー発電施設の設置に関する条例第１１条第１項の規定により、次のとおり協議します。
	区域の
種別
	関係法令等
	行政機関及び
担当部署
	担当者及び
連絡先
	備考

	禁止
	自然公園法第２０条第１項及び第３３条第１項の区域
	
	
	

	禁止
	北海道立自然公園条例第１０条及び第２１条の区域
	
	
	

	禁止
	文化財保護法第１０９条第１項の史跡名勝天然記念物及び第１８２条第２項の文化財の存する区域
	
	
	

	抑制
	都市計画法第８条第１項第１号に規定
する第１種低層住居専用地域、第１種
中高層住居専用地域、第２種中高層住
居専用地域、第１種住居地域、第２種住
居地域、近隣商業地域及び商業地域
	
	
	

	抑制
	絶滅のおそれのある野生動物の種の保
存に関する法律第4条第2項に規定す
る希少野生動植物種の生育地又は生育
する可能性がある区域
	
	
	

	抑制
	地すべり等防止法第3条第1項の地
すべり防止区域
	
	
	

	抑制
	急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条第1項の急傾斜地崩壊危険区域
	
	
	

	抑制
	土砂災害警戒区域等における土砂災害
防止対策の推進に関する法律第7条第
1項の土砂災害警戒区域及び第9条第
1項の土砂災害特別警戒区域
	
	
	

	抑制

	砂防法第2条の砂防指定地
	
	
	

	

	区域の
種別
	関係法令等
	行政機関及び
担当部署
	担当者及び
連絡先
	備考

	抑制
	津波防災地域づくりに関する法律第
53条第1項の津波災害警戒区域
	
	
	

	抑制
	水防法第14条の３第1項の高潮浸水想定区域
	
	
	

	抑制
	農業振興地域の整備に関する法律第6条第1項の農業振興地域の区域内にある農用地等
	
	
	

	抑制
	森林法第25条の保安林

	
	
	

	抑制
	河川法第6条第1項の河川区域及び第54条第1項の河川保全区域
	
	
	

	抑制
	文化財保護法第９２条第１項の埋蔵文化財を包蔵する土地、第109条第1項の史跡名勝天然記念物指定地の隣接地及び第182条第2項の文化財の隣接地
	
	
	

	抑制
	鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第28条第1項の鳥獣保護区及び第29条第1項の特別保護地区
	
	
	

	抑制
	水源の上流又は周辺（下流は除く。）のうち、再生可能エネルギー発電施設の設置に係る工事に伴い、水源の水質に影響を与える恐れのある範囲
	
	
	


備考１　区域の確認を行ったことがわかる担当者との協議記録等書類を添付してください。
　　２　必要に応じ担当者へ内容の確認をおこないます。

















